
監
理
団
体
の
許
可
申
請
の
添
付
書
類
一
覧

番
号

必
要
な
書
類

様
式
番
号

申
請
の
種
類

留
意
事
項

新
規
許
可

有
効
期
間

更
新

事
業
区
分
変
更

(
特
定
→
一
般
)

事
業
区
分
変
更

(
一
般
→
特
定
)

１
監
理
事
業
計
画
書

省
令
様
式
第
12
号

◎
◎

◎
◎

２
申
請
者
の
概
要
書

参
考
様
式
第
2-
1号

○
△

△
△

３
登
記
事
項
証
明
書

-
○

△
△

△

４
定
款
又
は
寄
付
行
為
の
写
し

-
○

△
△

△

５
船
員
職
業
安
定
法
第
34
条
第
１
項
の
許
可
証
の
写
し

-
○

△
△

△
船
員
で
あ
る
技
能
実
習
生
に
係
る
実
習
監

理
を
行
う
場
合
に
提
出
が
必
要
。

６
直
近
２
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
の
写
し

-
○

△
△

△

直
近
の
事
業
年
度
で
債
務
超
過
が
あ
る
場

合
、
中
小
企
業
診
断
士
、
公
認
会
計
士
等

の
企
業
評
価
を
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
公
的
資
格
を
有
す
る
第
三
者
が

改
善
の
見
通
し
に
つ
い
て
評
価
を
行
っ
た

書
類
の
提
出
も
必
要
。

７
直
近
２
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
の
写
し

-
○

△
△

△

８
直
近
２
事
業
年
度
の
法
人
税
の
確
定
申
告
書
の
写
し

-
○

△
△

△
税
務
署
の
受
付
印
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

９
直
近
２
事
業
年
度
の
法
人
税
の
納
税
証
明
書

-
○

△
△

△
納
税
証
明
書
「
そ
の
２
」
の
所
得
金
額
の

証
明
の
提
出
が
必
要
。

１
０

預
金
残
高
証
明
書
等
の
現
金
・
預
金
の
額
を
証
す
る
書
類

-
○

○
○

○

１
１

監
理
事
業
所
の
土
地
・
建
物
に
係
る
不
動
産
登
記
事
項
証
明
書

-
◎

△
△

△

１
２

監
理
事
業
所
の
不
動
産
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し

-
◎

△
△

△

１
３

個
人
情
報
の
適
正
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
規
程
の
写
し

-
◎

△
△

△
主
務
大
臣
が
規
程
例
（
本
要
領
別
紙
⑥
）

を
示
し
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
。

１
４

監
理
団
体
の
組
織
体
系
図

-
○

△
△

△
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
部
署
が
区
分
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
。

１
５

監
理
団
体
の
業
務
の
運
営
に
係
る
規
程
の
写
し

-
◎

△
△

△
主
務
大
臣
が
規
程
例
（
本
要
領
別
紙
⑤
）

を
示
し
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
。

同
一
年
度
の
も
の

（
注
１
）
様
式
番
号
の
欄
の
う
ち
、

省
令
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式

参
考
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
で
は
な
い
が
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
注
２
）
提
出
の
要
否
欄
の
う
ち
、

◎
印
は
、
監
理
事
業
所
ご
と
に
提
出
が
必
要
な
も
の

○
印
は
、
必
ず
提
出
が
必
要
な
も
の

△
印
は
、
過
去
５
年
以
内
に
機
構
へ
の
申
請
又
は
届
出
の
際
に
提
出
し
て
お
り
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
提
出
が
不
要
な
も
の

×
印
は
、
提
出
が
不
要
な
も
の

（
４
－
1
）

（
４
－
1
）

別
紙
③



番
号

必
要
な
書
類

様
式
番
号

申
請
の
種
類

留
意
事
項

新
規
許
可

有
効
期
間

更
新

事
業
区
分
変
更

(
特
定
→
一
般
)

事
業
区
分
変
更

(
一
般
→
特
定
)

１
６

申
請
者
の
誓
約
書

参
考
様
式
第
2-
2号

○
○

○
○

１
７

役
員
の
住
民
票
の
写
し

※
役
員
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

１
法
定
代
理
人
が
個
人
の
場
合

法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し

２
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場
合

法
定
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
又
は
寄
付
行
為
の
写
し

-
○

△
△

△

・
役
員
全
員
分
の
提
出
が
必
要
（
監
理
事

業
に
直
接
的
に
関
与
し
な
い
役
員
に
関
し

て
は
、
住
民
票
の
写
し
に
代
え
て
、
誓
約

書
（
監
理
事
業
に
直
接
的
に
関
与
し
な
い

旨
と
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
欠
格
事
由

に
該
当
す
る
者
で
は
な
い
旨
に
つ
い
て
申

請
者
が
確
認
し
、
誓
約
し
た
も
の
。
様
式

は
機
構
HP
参
照
）
の
提
出
で
も
可
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
な
い
も
の
。

・
日
本
人
の
場
合
は
、
本
籍
地
及
び
筆
頭

者
の
記
載
が
あ
る
も
の
。

・
外
国
人
（
特
別
永
住
者
を
除
く
）
の
場
合

は
、
国
籍
等
、
在
留
資
格
、
在
留
期
間
、
在

留
期
間
の
満
了
の
日
、
在
留
カ
ー
ド
番
号
の

記
載
が
あ
る
も
の
。

・
特
別
永
住
者
の
場
合
は
、
特
別
永
住
者
で

あ
る
旨
、
特
別
永
住
者
証
明
書
番
号
の
記
載

が
あ
る
も
の
。

１
８

役
員
の
履
歴
書

参
考
様
式
第
2-
3号

○
△

△
△

全
員
分
の
提
出
が
必
要

１
９

監
理
責
任
者
の
住
民
票
の
写
し

-
○

△
△

△

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
な
い
も
の
。

・
日
本
人
の
場
合
は
、
本
籍
地
及
び
筆
頭

者
の
記
載
が
あ
る
も
の
。

・
外
国
人
（
特
別
永
住
者
を
除
く
）
の
場
合

は
、
国
籍
等
、
在
留
資
格
、
在
留
期
間
、
在

留
期
間
の
満
了
の
日
、
在
留
カ
ー
ド
番
号
の

記
載
が
あ
る
も
の
。

・
特
別
永
住
者
の
場
合
は
、
特
別
永
住
者
で

あ
る
旨
、
特
別
永
住
者
証
明
書
番
号
の
記
載

が
あ
る
も
の
。

２
０

監
理
責
任
者
の
履
歴
書

参
考
様
式
第
２
-４
号

○
△

△
△

２
１

監
理
責
任
者
講
習
の
受
講
証
明
書
の
写
し

-
○

○
△

△

２
２

監
理
責
任
者
の
就
任
承
諾
書
及
び
誓
約
書
の
写
し

参
考
様
式
第
２
-５
号

○
○

○
○

２
３

監
理
責
任
者
の
社
会
保
険
・
労
働
保
険
の
加
入
状
況
を
証
す
る
書
類
（
健
康
保
険
等
の
被
保

険
者
証
な
ど
の
写
し
）

-
○

○
○

○

（
注
１
）
様
式
番
号
の
欄
の
う
ち
、

省
令
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式

参
考
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
で
は
な
い
が
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
注
２
）
提
出
の
要
否
欄
の
う
ち
、

◎
印
は
、
監
理
事
業
所
ご
と
に
提
出
が
必
要
な
も
の

○
印
は
、
必
ず
提
出
が
必
要
な
も
の

△
印
は
、
過
去
５
年
以
内
に
機
構
へ
の
申
請
又
は
届
出
の
際
に
提
出
し
て
お
り
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
提
出
が
不
要
な
も
の

×
印
は
、
提
出
が
不
要
な
も
の

監
理
団
体
の
許
可
申
請
の
添
付
書
類
一
覧

（
４
－
２
）

（
４
－
２
）



番
号

必
要
な
書
類

様
式
番
号

申
請
の
種
類

留
意
事
項

新
規
許
可

有
効
期
間

更
新

事
業
区
分
変
更

(
特
定
→
一
般
)

事
業
区
分
変
更

(
一
般
→
特
定
)

２
４

外
部
監
査
人
の
概
要
書

参
考
様
式
第
２
-６
号

○
△

△
△

外
部
役
員
の
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
の
み

必
要
。

２
５

外
部
監
査
人
講
習
の
受
講
証
明
書
の
写
し

-
○

○
△

△

２
６

外
部
監
査
人
の
就
任
承
諾
書
及
び
誓
約
書
の
写
し

参
考
様
式
第
２
-７
号

○
○

○
○

２
７

指
定
外
部
役
員
の
就
任
承
諾
書
及
び
誓
約
書
の
写
し

参
考
様
式
第
２
-８
号

○
○

○
○

外
部
監
査
の
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
の
み

必
要
。

２
８

外
国
の
送
出
機
関
の
概
要
書

参
考
様
式
第
２
-９
号

○
△

△
△

２
９

外
国
政
府
発
行
の
外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
認
定
証
の
写
し

-
○

△
△

△
外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
（
機
構
の
Ｈ
Ｐ
の

一
覧
を
参
照
）
に
該
当
す
る
場
合
に
提
出
が

必
要
。

３
０

監
理
団
体
と
外
国
の
送
出
機
関
と
の
団
体
監
理
型
技
能
実
習
の
申
込
み
の
取
次
ぎ
に
関
す
る

契
約
書
の
写
し

-
○

△
△

△

３
１

外
国
の
送
出
機
関
の
登
記
や
登
録
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

-
○

△
△

△
外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

３
２

送
出
国
の
技
能
実
習
制
度
関
係
法
令
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

-
○

△
△

△
外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

３
３

外
国
の
送
出
機
関
が
送
出
国
の
技
能
実
習
制
度
関
係
法
令
に
従
っ
て
技
能
実
習
に
関
す
る
事

業
を
適
法
に
行
う
能
力
を
有
す
る
書
類

-
○

△
△

△
外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

３
４

外
国
の
送
出
機
関
の
誓
約
書

参
考
様
式
第
２
-1
1号

○
○

○
○

外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

３
５

外
国
の
送
出
機
関
の
推
薦
状

参
考
様
式
第
２
-1
2号

○
○

○
○

外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

３
６

外
国
の
送
出
機
関
が
徴
収
す
る
費
用
明
細
書

参
考
様
式
第
２
-1
0号

○
○

○
○

外
国
政
府
認
定
送
出
機
関
の
場
合
に
は
提
出

不
要
。

（
注
１
）
様
式
番
号
の
欄
の
う
ち
、

省
令
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式

参
考
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
で
は
な
い
が
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
注
２
）
提
出
の
要
否
欄
の
う
ち
、

◎
印
は
、
監
理
事
業
所
ご
と
に
提
出
が
必
要
な
も
の

○
印
は
、
必
ず
提
出
が
必
要
な
も
の

△
印
は
、
過
去
５
年
以
内
に
機
構
へ
の
申
請
又
は
届
出
の
際
に
提
出
し
て
お
り
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
提
出
が
不
要
な
も
の

×
印
は
、
提
出
が
不
要
な
も
の

監
理
団
体
の
許
可
申
請
の
添
付
書
類
一
覧

（
４
－
３
）

（
４
－
３
）



番
号

必
要
な
書
類

様
式
番
号

申
請
の
種
類

留
意
事
項

新
規
許
可

有
効
期
間

更
新

事
業
区
分
変
更

(
特
定
→
一
般
)

事
業
区
分
変
更

(
一
般
→
特
定
)

３
７

技
能
実
習
計
画
作
成
指
導
者
の
履
歴
書

参
考
様
式
第
２
-1
3号

○
△

△
△

取
扱
職
種
の
全
て
に
つ
い
て
の
作
成
指
導
者

の
も
の
の
提
出
が
必
要
。

３
８

優
良
要
件
適
合
申
告
書
（
監
理
団
体
）

参
考
様
式
第
２
-1
4号

○
○

○
×

一
般
監
理
事
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
提
出
が
必
要
。

（
注
１
）
様
式
番
号
の
欄
の
う
ち
、

省
令
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式

参
考
様
式
は
必
ず
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
で
は
な
い
が
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
注
２
）
提
出
の
要
否
欄
の
う
ち
、

◎
印
は
、
監
理
事
業
所
ご
と
に
提
出
が
必
要
な
も
の

○
印
は
、
必
ず
提
出
が
必
要
な
も
の

△
印
は
、
過
去
５
年
以
内
に
機
構
へ
の
申
請
又
は
届
出
の
際
に
提
出
し
て
お
り
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
提
出
が
不
要
な
も
の

×
印
は
、
提
出
が
不
要
な
も
の

監
理
団
体
の
許
可
申
請
の
添
付
書
類
一
覧

（
４
－
４
）

（
４
－
４
）

※
監
理
団
体
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
関
し
事
業
所
管
大
臣
が
告
示
で
要
件
を
定
め
た
職
種
に
係
る
監
理
団
体
の
許
可
申
請
で
あ
る
場
合
や
、

個
別
具
体
的
な
申
請
内
容
に
応
じ
て
資
料
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
は
、
上
記
以
外
の
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。


